
 ２０２４年４⽉８⽇ 
 令和６年度（２０２４年度）     要保存 

 気象警報発令及び災害発⽣時の登下校について 

 ⽣駒市⽴俵⼝⼩学校 

 児童の安全を図るため下記の⽅法で⾏いますので、よろしくお願いいたします。 

 警報が出ていることを知らずに登校した児童に対しては、学校に到着後、状況を⾒て保護者の⽅に連 
 絡の上、下校させます。 
 ◎注意報の場合は、原則として平常通り登校させてください。 

 ただし、通学路上で、災害が発⽣する恐れのある場合は、⾃宅で待機させてください。 
 ※保護者の判断で危険だと思われるときは、登校させないでください。 

 警報が出ていることを知らずに登校した児童に対しては、学校に到着後、状況を⾒て保護者の⽅に連 
 絡の上、下校させます。 

 ○  各家庭から学校への電話による問い合わせはご遠慮ください。 
 （緊急連絡⽤としての電話回線確保のため） 

 （※分かりやすい場所に貼っておいてください。） 

 ①午前７時現在において、  『⽣駒市』  に警報が発令されている場合 
 は、 

 １⽇休業とします。  ※  俵⼩連絡メールの配信はいたしません。 

 ②午前７時以降、  学校始業時間（午前8時30分）までに  『⽣駒市』 
 に  警報が発令された場合も１⽇休業とします。  ※  俵⼩連絡メールの配信は 
 いたしません。 

 ③  学校始業時以降、  『⽣駒市』  に警報が発令された場合の対応 


